
 

筑 前 町 指 名 停 止 措 置 状 況 書 

 

指名停止措置の概要 

 

１ 指名停止措置業者：住   所  福岡県朝倉市三奈木２９７８番地 

商号又は名称 朝倉森林組合 

 

２ 指名停止の期間：令和８年４月３日～令和８年５月２日（１ヵ月） 

 

３ 事実の概要 

 朝倉森林組合は、職員がバイオマス発電用に出荷した未利用木材の売上金を横領

し、横領した金の一部を口止め料として共謀した職員に配布した。これにより１１名

の職員が諭旨解雇などの懲戒処分を受けている。  

不適正事案が行われた時期が令和２年８月から令和６年１２月と長期であり、複数

の職員が共謀したこと、内部けん制機能が不十分であること、再発防止策の検証にお

いて引き続き課題があると認められることから、県知事は令和８年２月１０日付で森

林組合法第１１０条第１項の規定に基づく報告徴収命令を朝倉森林組合に発出した。 

 

４ 指名停止の理由： 上記の事実は、筑前町指名停止措置要綱第３条別表第２

第１２号に該当する。 

           従って、本件については指名停止期間を１ヵ月とする。 

 

  【指名停止等措置要綱 別表第１第８号に該当】   

措 置 要 件 期   間 

（不正又は不誠実な行為） 

12 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、

業務に関し不正又は不誠実な行為をし、本町

契約の相手方として不適当であると認められ

るとき。 

該認定をした日から１月以上９

月以内 

 

 

 


